
 

 

 職業能力開発校条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年10月29日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第71号 

   職業能力開発校条例施行規則の一部を改正する規則 

 職業能力開発校条例施行規則（昭和44年岩手県規則第71号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （大規模災害等による授業料等の免除） 

第18条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

３ 条例第12条第１項第２号の規則で定めるものは、新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告

されたものに限る。）であるものに限る。）及びそのまん延

防止のための措置の影響とする。 

４ 条例第12条第１項第２号に規定する修業が困難で特に必要

があると認められる者は、条例第11条の規定に基づき授業料

及び入校料の免除を受ける者に準ずる程度に修業が困難にな

ったと認められる者とする。 

 （大規模災害による授業料等の免除） 

第18条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

 

 （大規模災害等による授業料等の免除の額） 

第18条の３ 条例第12条第１項の規定に基づき免除する授業料

、入校検定料、入校料及び寄宿舎料（以下「授業料等」とい

う。）の額は、次の各号に掲げる授業料等の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

 (１) 授業料 第１期分、第２期分又は第３期分の授業料に

ついてその全額（前条第４項に該当することとなった者に

あっては、第１期分、第２期分又は第３期分の授業料につ

いてその全額、３分の２又は３分の１） 

 (２) 入校検定料 その全額 

 (３) 入校料 その全額（前条第４項に該当することとなっ

た者にあっては、その全額、３分の２又は３分の１） 

 (４) ［略］ 

 （免除の申請） 

 （大規模災害による授業料等の免除の額） 

第18条の３ 条例第12条第１項の規定に基づき免除する授業料

、入校検定料、入校料及び寄宿舎料（以下「授業料等」とい

う。）の額は、次の各号に掲げる授業料等の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

 (１) 授業料 第１期分、第２期分又は第３期分の授業料に

ついてその全額 

 

 

 (２) 入校検定料及び入校料 その全額 

 

 

 (３) ［略］ 

 （免除の申請） 

第19条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める書類その他校長が必要と認める書類を添付しなけ

ればならない。 

 (１)・(２) ［略］ 

 (３) 条例第12条第１項第２号に掲げる者に該当する者とし

て同項の規定に基づく授業料等の免除を受けようとする場

第19条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める書類その他校長が必要と認める書類を添付しなけ

ればならない。 

 (１)・(２) ［略］ 

 



 

 

合 第18条の２第４項に該当することを証する書類 

 （免除の決定の効力の停止及び通知） 

第21条 前条第１項の規定による授業料又は寄宿舎料の免除の

決定の通知を受けた者が第17条第１項又は第18条の２第２項

若しくは第４項に規定する要件を欠くこととなったとき、第

11条に規定する停学（３月未満の期間のものに限る。）又は

戒告の処分を受けたときその他授業料を免除することが適当

でない事実が生じたときは、校長は、当該免除の決定の効力

を停止し、当該者又は当該者の学資を主として負担している

者に通知するものとする。 

 （大規模災害等による授業料等の免除の申請をした者等に係

る授業料等の納付） 

第22条 ［略］ 

 （免除の決定の効力の停止及び通知） 

第21条 前条第１項の規定による授業料又は寄宿舎料の免除の

決定の通知を受けた者が第17条第１項又は第18条の２第２項

に規定する要件を欠くこととなったとき、第11条に規定する

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は戒告の処分を受

けたときその他授業料を免除することが適当でない事実が生

じたときは、校長は、当該免除の決定の効力を停止し、当該

者又は当該者の学資を主として負担している者に通知するも

のとする。 

 （大規模災害による授業料等の免除の申請をした者等に係る

授業料等の納付） 

第22条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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